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新
納
忠
元
～
郷
中
教
育
の
原
点 

―
 

歴
史
を
訪
ね
る
旅
（
１
８
） 

 

 下
土
橋 

渡 

 

北
を
熊
本
県
と
接
す
る
伊
佐
市
。
そ
の
市
役
所
の

所
在
地
で
あ
る
大
口
の
市
街
地
を
見
わ
た
す
小
高
い

丘
に
忠
元
公
園
が
あ
る
。
県
内
有
数
の
桜
の
名
所
と

し
て
春
に
は
大
勢
の
花
見
客
で
賑
わ
う
。
公
園
の
名

前
は
、
戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
活

躍
し
た
薩
摩
の
武
将
・
新
納
忠
元
に
由
来
す
る
。 

公
園
の
奥
ま
っ
た
一
角
に
鬱
蒼
と
し
た
木
陰
が

あ
る
。そ
こ
に
鎮
座
し
て
い
る
忠
元
神
社
に
つ
い
て
、

鹿
児
島
県
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
次
の
よ
う
に

紹
介
が
あ
る
。 

 

江
戸
末
期
の
天
保
年
間
（
１
８
３
１
～
１
８
４
５

年
）
に
伊
佐
七
ヶ
郷
は
打
続
く
凶
作
に
よ
る
貧
困
か

ら
脱
出
し
よ
う
と
、
牛
馬
の
導
入
、
用
水
路
・
溜
池

の
改
修
、
土
地
改
良
、
更
に
前
代
未
聞
の
川
内
川
下

木
場
下
流
の
開
さ
く
、
米
倉
の
新
設
と
村
起
し
の
気

運
に
燃
え
た
。
こ
の
精
神
的
拠
所
と
し
て
、
大
口
の

地
頭
で
島
津
の
名
将
・
知
将
と
し
て
親
わ
れ
た
新
納

忠
元
の
神
社
を
創
建
し
よ
う
と
、
藩
に
天
保
十
三
年

申
請
、
翌
十
四
年
に
許
可
さ
れ
た
の
で
、
同
十
五
年

二
月
に
忠
元
の
廟
所
よ
り
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
。

忠
元
社
、
忠
元
明
神
と
称
さ
れ
た
の
ち
、
安
政
六
年

忠
元
大
明
神
と
呼
ば
れ
た
。 

 

神
社
入
口
に
は
、
案
内
板
と
忠
元
公
没
後
４
０
０

年
記
念
碑
と
し
て
平
成
２
２
年
（
２
０
１
１
年
）
に

奉
納
さ
れ
た
『
二
才
咄
格
式
定
目
』
の
碑
が
建
て
ら

れ
て
い
る
。
二
才
と
は
１
５
、
６
歳
か
ら
２
４
、
５

歳
の
青
少
年
を
言
う
薩
摩
の
言
葉
で
、『
二
才
咄
格
式

定
目
』
は
忠
元
公
が
定
め
た
〝
青
少
年
が
日
常
守
る

に
せ
ば
な
し
か
く
し
き
じ
ょ
う
も
く 

に 

せ 

に
い
ろ  

た
だ
も
と 
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べ
き
十
条
か
ら
な
る
規
約
〟
で
あ
り
、
案
内
板
に
現

代
語
訳
で
次
の
よ
う
に
解
説
が
あ
る
。 

 
忠
元
公
が
定
め
た
二
才
咄
格
式
定
目 

 

青
少
年
の
守
る
べ
き
き
ま
り 

一
、
ま
ず
武
道
を
修
練
せ
よ
。 

二
、
い
つ
も
武
道
に
つ
い
て
討
論
せ
よ
。 

三
、
よ
そ
の
人
と
は
用
件
外
の
無
駄
話
は
す
る
な
。 

四
、
組
織
内
で
十
分
に
話
し
合
い
を
せ
よ
。 

五
、
友
だ
ち
で
あ
っ
て
も
悪
口
を
言
う
な
。 

六
、
分
か
ら
な
い
と
き
は
自
分
勝
手
な
行
動
を
せ

ず
、
話
し
合
っ
て
行
動
せ
よ
。 

七
、
う
そ
を
言
う
な
。 

八
、
忠
孝
の
道
は
、
口
先
だ
け
で
は
な
く
、
人
に

お
く
れ
な
い
よ
う
に
実
行
せ
よ
。 

九
、
山
坂
に
負
け
な
い
体
力
を
つ
く
れ
。 

十
、
二
才
（
に
せ
、
青
少
年
）
と
は
、
年
齢
・
体

格
服
装
で
は
な
く
精
神
と
実
行
力
だ
。 

新
納
忠
元
が
生
み
出
し
た
こ
の
青
少
年
教
育
の

指
針
は
、
薩
摩
独
自
の
教
育
で
あ
る
『
郷
中
教
育
』

の
原
点
と
言
わ
れ
る
。 

一
、
新
納
院
か
ら
志
布
志
へ 

宮
崎
県
児
湯
郡
木
城
町
は
、
島
津
氏
が
大
友
宗
麟

を
破
っ
た
１
５
７
８
年
の
高
城
川
合
戦
と
、
そ
の
９

年
後
に
秀
吉
が
島
津
氏
を
破
っ
た
根
白
坂
の
戦
い
の

２
つ
の
九
州
天
下
分
け
目
の
戦
い
の
あ
っ
た
と
こ
ろ

で
あ
る
。 

そ
の
木
城
町
は
、
明
治
の
町
村
制
施
行
に
よ
り
椎

木
村
と
高
城
村
が
合
併
し
て
発
足
し
た
合
成
地
名
で

あ
る
が
、
か
つ
て
こ
の
地
は
新
納
院
と
呼
ば
れ
て
い

た
。
島
津
氏
４
代
当
主
・
島
津
忠
宗
の
四
男
の
島
津

時
久
が
南
北
朝
時
代
に
新
納
院
の
地
頭
と
な
っ
て
こ

の
地
に
入
り
、
高
城
を
築
い
て
新
納
氏
を
名
乗
っ
た

こ
と
に
、こ
の
地
の
戦
国
時
代
の
歴
史
は
始
ま
っ
た
。 

初
代
よ
り
高
城
を
本
拠
地
と
し
て
い
た
新
納
氏

で
あ
っ
た
が
、
足
利
政
権
内
で
尊
氏
と
直
義
兄
弟
の

こ 

ゆ 

き
じ
ょ
う 

ご
じ
ゅ
う 

た
か
じ
ょ
う
が
わ 

ね
じ
ろ
ざ
か 

に
い
ろ
い
ん 

た
か
じ
ょ
う 
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争
い
が
起
こ
る
と
、
直
義
方
の
畠
山
氏
に
よ
っ
て
高

城
を
追
わ
れ
本
拠
地
を
救
仁
院
（
現
在
の
志
布
志
、

松
山
と
有
明
の
東
半
分
を
中
心
と
し
た
地
域
）
に
移

し
、
２
代
実
久
の
と
き
に
志
布
志
城
の
松
尾
城
に
入

っ
た
。
新
納
忠
元
の
家
系
は
、
こ
の
２
代
実
久
よ
り

分
か
れ
た
庶
流
で
あ
り
、
忠
元
は
大
永
６
年 

 
 

（
１
５
２
６
年
）
松
尾
城
で
生
ま
れ
た
。 

二
、
新
納
忠
元 

新
納
本
家
は
、
８
代
忠
勝
の
と
き
周
囲
の
豪
族
と

争
い
つ
つ
も
所
領
を
拡
大
し
て
い
っ
た
が
、
９
代 

忠
茂
の
と
き
に
豊
州
家
や
北
郷
氏
ら
に
攻
め
ら
れ
、

志
布
志
を
失
っ
て
佐
土
原
へ
亡
命
し
て
し
ま
う
。 

新
納
本
家
が
佐
土
原
へ
追
わ
れ
る
と
、
新
納
本
家

に
仕
え
て
い
た
忠
元
の
父
・
祐
久
は
、
家
族
と
も
ど

も
伊
作
島
津
家（
現
在
の
日
置
市
吹
上
地
域
の
一
部
）

の
１
０
代
当
主
・
日
新
公
（
島
津
忠
良
）
を
頼
っ
て

行
き
、
出
仕
す
る
。
忠
元
１
３
歳
の
と
き
だ
っ
た
。

以
降
、
忠
元
は
日
新
公
の
庇
護
の
も
と
で
、
教
育
を

受
け
、
日
夜
修
行
に
励
み
、
文
武
兼
備
の
名
将
と
な

る
基
礎
を
築
い
て
い
っ
た
。
成
人
す
る
と
忠
元
は
、

島
津
貴
久
と
島
津
義
久
の
２
代
に
わ
た
っ
て
仕
え
、

島
津
氏
の
三
州
平
定
や
九
州
統
一
の
戦
い
な
ど
で
武

勇
と
そ
の
名
声
を
轟
か
せ
た
。 

忠
元
は
小
柄
な
が
ら
豪
胆
な
人
物
で
あ
っ
た
。
永

禄
１
２
年
（
１
５
６
９
年
）
の
大
口
城
攻
め
で
は
、

負
傷
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
戦
場
を
駆
け
て

「
武
勇
は
鬼
神
の
如
し
」
と
評
さ
れ
た
。
そ
の
後 

 

大
口
の
地
頭
と
な
り
、
島
津
義
久
公
よ
り
「
武
蔵
守
」

を
賜
り
、
８
５
歳
で
亡
く
な
る
ま
で
約
４
０
年
間 

大
口
の
地
を
治
め
た
。 

島
津
氏
で
武
功
者
を
数
え
る
際
に
最
初
に
指
を

折
っ
て
名
前
が
挙
が
る
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら

「
大
指
武
蔵
（
親
指
武
蔵
）」
と
称
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
「
鬼
武
蔵
」
の
異
名
で
恐
れ
ら
れ
た
一

方
、
和
歌
や
連
歌
、
漢
詩
に
通
じ
茶
の
湯
も
嗜
む
教

養
人
で
も
あ
っ
た
。 

く 

に 

い
ん 

 

い
ざ
く 

 

じ
っ
し
ん
こ
う 
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忠元神社入口の二才咄碑（左）案内板（右） 

新納忠元公肖像画（案内板より接写） 
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鬱蒼とした木陰に鎮座する忠元神社 

創建時の本殿鬼瓦と薩摩藩家老・調所笑左衛門広郷が奉納した手水鉢 
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伊
佐
市
曽
木
の
天
堂
ヶ
尾
に
あ
る
関
白
陣
跡
は
、

天
正
１
５
年(

１
５
８
７
年)

５
月
、
豊
臣
秀
吉
が
島

津
氏
平
定
の
あ
と
、
川
内
泰
平
寺
（
現
薩
摩
川
内
市
）

か
ら
引
き
揚
げ
る
途
中
野
営
を
し
、
大
口
地
頭
だ
っ

た
新
納
忠
元
を
引
見
し
た
陣
営
の
跡
で
あ
る
。
忠
元

は
秀
吉
に
最
後
ま
で
反
抗
し
、
薩
摩
隼
人
の
意
気
を

発
揮
し
た
が
、
主
君
島
津
義
久
・
義
弘
の
命
で
降
伏

し
、
断
腸
の
思
い
で
秀
吉
に
会
見
し
た
。
こ
の
と
き

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
殊
に
有
名
で
あ
る
。 

剃
髪
し
て
秀
吉
の
前
に
進
み
出
た
忠
元
は
ま
だ

戦
う
か
と
聞
か
れ
る
と
「
如
何
に
逆
ら
い
ま
し
ょ
う

や
」
と
言
っ
た
後
で
、「
し
か
し
武
蔵
は
武
士
で
す
か

ら
主
人
が
戦
う
な
ら
何
時
で
も
立
ち
ま
す
。
し
か
し

貴
方
（
秀
吉
）
は
安
心
し
て
良
い
で
し
ょ
う
。
義
久

は
一
度
主
従
の
約
を
交
わ
し
た
限
り
は
絶
対
に
裏
切

り
ま
せ
ん
か
ら
」
と
薩
摩
の
面
目
を
見
せ
た
。 

降
伏
の
儀
式
が
終
わ
り
酒
宴
と
な
る
と
、
座
に
い

た
細
川
幽
斎
は
忠
元
が
白
髭
を
手
で
も
ち
上
げ
な
が

ら
酒
盃
を
呑
み
干
し
た
様
子
を
面
白
が
り
、『
鼻
の
下

に
て
鈴
虫
ぞ
な
く
』
と
詠
ん
だ
。
す
る
と
忠
元
が
、

『
上
髭
を
ち
ん
ち
ろ
り
ん
と
ひ
ね
り
あ
げ
』
と
当
意

即
妙
に
上
の
句
を
つ
け
て
返
歌
し
、
居
並
ぶ
諸
将
を

感
心
さ
せ
た
と
い
う
。 

三
、
日
新
公
の
教
育 

郷
中
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
郷

中
教
育
が
完
成
を
み
る
の
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
安

永
年
間
（
１
７
７
２
～
１
７
８
１
年
）
だ
が
、
郷
中

教
育
の
は
じ
ま
り
は
、
日
新
公
（
島
津
忠
良
）
が
試

み
た
青
少
年
の
志
操
教
育
に
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。 

島
津
氏
中
興
の
祖
と
い
わ
れ
、
文
武
兼
備
の
名
将

だ
っ
た
日
新
公
は
、
神
仏
の
崇
敬
篤
く
、
神
仏
儒
の

三
教
を
良
く
学
び
、『
薩
摩
学
』『
日
学
』
を
提
唱
し
、

薩
摩
独
特
の
士
風
と
文
化
の
基
盤
を
築
い
た
。
そ
の

内
容
は
、
忠
孝
仁
義
を
説
き
、
こ
の
実
践
を
奨
励
す

る
も
の
で
、
４
８
歳
か
ら
５
５
歳
の
間
に
作
っ
た
と

い
わ
れ
る
『
い
ろ
は
歌
』
に
そ
の
思
想
が
遺
憾
な
く

て
ん
ど
う
が
お 

 

じ
っ
し
ん
こ
う 
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謳
わ
れ
て
い
る
。 

日
新
公
は
、
毎
月
五
、
六
度
、
諸
子
の
子
弟
を
城

中
に
召
集
し
て
、四
書
の
講
義
を
し
、『
義
理
ノ
咄（
は

な
し
）』『
忠
義
人
ノ
咄
』
な
ど
を
話
し
て
聞
か
せ
た

と
い
わ
れ
る
。
日
新
公
に
よ
っ
て
は
じ
め
ら
れ
た
こ

の
『
咄
』
の
会
合
の
試
み
は
、
日
新
公
の
遠
逝
と
と

も
に
中
断
し
て
し
ま
う
が
、
こ
れ
が
新
し
い
形
で
復

活
す
べ
き
事
情
が
起
き
て
く
る
。 

四
、
留
守
居
役
と
二
才
咄
格
式
定
目 

文
禄
元
年
（
１
５
９
２
年
）、
太
閤
秀
吉
が
朝
鮮

遠
征
を
断
行
す
る
と
、
薩
摩
か
ら
も
義
久
公
・
義
弘

公
・
忠
恒
公
を
始
め
と
し
て
一
万
余
騎
の
精
兵
が
朝

鮮
に
渡
っ
た
。
戦
争
が
１
０
年
に
近
い
長
期
間
に
及

ぶ
に
至
っ
て
、
後
に
残
留
し
た
青
少
年
の
風
紀
が
乱

れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
留
守
居
役
を
任
さ

れ
て
い
た
新
納
忠
元
は
、
そ
の
こ
と
に
い
た
く
責
任

を
感
じ
、
風
俗
改
善
を
決
意
す
る
。 

こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
忠
元
は
、
少
年

時
代
に
日
新
公
を
中
心
と
し
て
催
さ
れ
た
『
咄
』
の

会
合
を
思
い
起
こ
し
、
青
少
年
た
ち
の
間
に
集
団
を

結
成
し
、
そ
の
各
員
が
何
事
に
限
ら
ず
腹
蔵
な
く
話

し
会
え
る
組
織
を
つ
く
り
、
こ
れ
を
『
二
才
咄
』（
に

せ
ば
な
し
）
と
名
付
け
た
。
さ
ら
に
、
日
常
守
る
べ

き
十
条
の
規
約
を
定
め
、
こ
れ
を
『
二
才
咄
格
式
定

目
』
と
名
付
け
、
実
践
さ
せ
た
。 

す
な
わ
ち
、
新
納
忠
元
の
日
新
公
か
ら
受
け
た
薫

陶
は
、
こ
こ
に
青
少
年
教
育
の
指
針
を
生
み
出
し
、

こ
れ
が
そ
の
の
ち
成
立
す
る
郷
中
教
育
の
支
柱
と
な

っ
た
。 

五
、
郷
中
教
育
の
成
立 

二
才
格
式
定
目
の
も
と
で
二
才
仲
間
は
そ
れ
ぞ

れ
集
団
を
組
織
し
て
研
磨
に
励
ん
だ
が
、『
二
才
咄
』

へ
の
出
入
り
は
、
比
較
的
自
由
で
あ
り
、
統
制
の
た

め
の
規
律
も
な
く
日
常
生
活
に
お
け
る
成
員
の
行
動

は
、
各
自
の
恣
意
に
任
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
状
態
は

江
戸
時
代
の
元
禄
５
年
（
１
６
９
２
年
）
頃
ま
で
続

に
せ
ば
な
し
か
く
し
き
じ
ょ
う
も
く 

ご
じ
ゅ
う 
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い
た
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
、
太
平
に
慣
れ
た
元
禄
時
代
の
華
美
の
風

潮
に
風
紀
は
乱
れ
、
元
禄
１
５
年
頃
に
は
、
怒
涛
の

ご
と
く
蔓
延
し
た
悪
風
潮
は
容
易
に
改
ま
る
様
子
も

な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
二
才
衆
の
生
活
・
行
動
は

厳
し
く
規
律
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、

第
４
代
藩
主
吉
貴
公
は
、
宝
永
４
年
（
１
７
０
７
年
）

に
、『
御
袖
判
条
々
』
と
い
う
布
達
を
出
し
て
、
二
才

衆
が
交
友
で
遠
方
に
行
く
こ
と
を
禁
じ
た
。 

行
動
範
囲
に
地
域
的
制
限
を
設
け
た
こ
と
に
よ

っ
て
、『
方
限
』
と
い
う
概
念
が
生
ま
れ
た
。『
方
限
』

は
面
積
で
い
う
と
４
～
６
町
四
方
、
戸
数
で
い
う
と

４
０
～
８
０
戸
を
単
位
と
す
る
行
政
区
画
で
あ
り
、

こ
の
『
方
限
』
は
、
二
才
衆
の
不
行
跡
・
喧
嘩
等
を

取
り
締
ま
る
目
的
を
も
っ
て
起
き
て
来
た
も
の
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。 

つ
い
に
『
咄
相
中
掟
』
の
条
項
に
、
こ
の
『
方
限
』

の
概
念
が
取
り
入
れ
ら
れ
、
宝
暦
４
年
（
１
７
５
４

年
）
に
『
稚
児
相
中
掟
』
が
出
さ
れ
る
。
こ
の
年
は
、

薩
摩
藩
が
幕
府
か
ら
木
曽
川
治
水
工
事
（
宝
暦
の
治

水
工
事
）
の
命
を
受
け
た
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
。
こ

う
し
た
経
緯
を
経
て
、
第
８
代
藩
主
・
島
津
重
豪
公

の
安
永
年
間
に
郷
中
教
育
が
完
成
し
た
。 

 
 
 

（
元
九
州
職
業
能
力
開
発
大
学
校
教
授
） 

 【
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）
新
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２
）
松
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『
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摩
精
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の
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郷
中

教
育
の
研
究
』（（
株
）
島
津
興
業
・
尚
古
集
成

館
、
２
０
０
７
年
発
行
） 

（
３
）
下
土
橋
渡
『
郷
中
教
育
が
培
っ
た
薩
摩
の
士 

魂
／
日
本
主
義
』
Ｎ
ｏ
２
２
・
２
０
１
３
年
夏
、

白
陽
社
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う
ぎ
り 


